
事 務 連 絡   

令和５年 10月 20日  

   都道府県 

各 指定都市 介護保険主管課（室）御中 

   中 核 市 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

地域リハビリテーション研修会（令和５年度老人保健健康増進等事業）の開催について

（依頼） 

 

 平素より介護保険行政の推進に御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

今後 2040年に向けて、高齢化が一層進展していく状況の中、地域リハビリテーションの

重要性はますます大きくなっています。そのため、これまでも各自治体における取組につ

いての指針（※１）をお示しし、各自治体において、同指針に基づき地域リハビリテーシ

ョン支援体制の構築が進められてきたところです。 

さらに、社会保障審議会介護保険部会のとりまとめ（※２）に基づき、第９期介護保険

事業（支援）計画の基本指針の基本的事項において、都道府県リハビリテーション協議会

やリハビリテーション支援センターの設置等、地域リハビリテーション支援体制の構築の

推進について明記する予定としています。 

 こうした状況のもと、厚生労働省としては、地域リハビリテーションの更なる全国的な

推進のため、第９期介護保険事業（支援）計画の策定に向けた、以下の研修会を実施して

います。 

① 基本編： ９月４日より事務局ホームページ（下記）にて配信 

② 実践編： 別紙１のとおり、令和５年 11月に全国５か所（岩手、東京、兵庫、広

島、熊本）で実施予定 

 

これらの研修は、自治体担当者の基本的な知識の所得、さらには他の自治体職員との意

見交換等の貴重な機会となりますので、現在、地域リハビリテーション支援体制が構築さ

れていない自治体も含め、各自治体におかれましては、「基本編」の研修動画の御視聴及び

「実践編」への担当職員の積極的な派遣の御検討をお願いします。 

 

※１ 「地域リハビリテーション推進のための指針」（平成 18 年３月 31 日付け老老発

0331006号厚生労働省老健局老人保健課長通知別添） 

※２ 「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和４年 12月 20日社会保障審議会介護

保険部会） 

 

記 

 

１.地域リハビリテーション研修会（基本編） 

以下の URL（日本リハビリテーション病院・施設協会ホームページ）へアクセスし、研

修動画を御視聴ください。 

   https://www.rehakyoh.jp/page-12935.html 
 

２.地域リハビリテーション研修会（実践編） 

以下の URL（日本リハビリテーション病院・施設協会ホームページ）へアクセスし、参

加する会場を選択の上、申込みをお願いします。 

https://www.rehakyoh.jp/info/2023/10/13392.html 

https://www.rehakyoh.jp/page-12935.html
https://www.rehakyoh.jp/info/2023/10/13392.html

